
「上山の農業の振興に関する計画」に係る定期的な検証について 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律施行規則第４条の５第１項第 27 号ハの規定に基づく、

検証結果は次のとおりです。 

 

１ 「農業の振興に関する計画」について 

  農業振興地域の整備に関する法律施行規則第４条の５第１項第 27 号に基づく計画

（以下「27号計画」という。）で、市の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完

するものです。 

  令和４年に策定した 27 号計画は、原口地区に農家民宿と農家レストランを建設する

ことで、かみのやまワインによる農業振興を図ることを目的としております。 

 

２ 27号計画により目指す農業振興の方策 

№ 方策 

１ 

「生産⇒醸造⇒消費」の好循環サイクル実現に向けて、高品質なワイン用ぶ

どうの生産を続けながら、農業者自らがワインの製造、販売による新たなビ

ジネスモデルの創出及びブティックワイナリーを軸とする農業振興を図っ

ていく。 

 

３ 定期的な検証結果について 

（１）対象施設及び検証内容等について 

施設の種類 

令和５年度目標と実績 

上段：（目標） 

下段：（実績） 

目標の 

達成状況 

検証結果 

(地域の農業振興への寄与) 

農家民宿 

 

原口字東原 13番

ほか 10 筆 

宿泊

者数 

(720人) 

31人 

一部達成 

4.3％ 

予定より完成が遅れ、宣伝等

もできない状況があったこ

とから宿泊者数の目標達成

には至っていないが、お客様

に満足いただける状態でサ

ービスを提供するなど、新た

な顧客層の発掘や交流人口

拡大に寄与している。 

農家 

レストラン 

 

原口字東原 13番

ほか 8 筆 

利用

者数 

(3,000人) 

200人 

一部達成 

6.7％ 

「生産⇒醸造⇒消費」のビジ

ネスモデルを模索している

ところであり、現在はイベン

トでのレストラン利用に限

られているため目標達成に

至っていないが、新たな顧客

の発掘や交流人口の拡大に

寄与している。 

 


